
船舶事故等調査報告書 

平成２６年９月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４長第４３号 

事故等種類 運航不能（機関損傷） 

発生日時 平成２６年６月１日（日） １２時３５分ごろ 

発生場所 長崎県西海市弁天埼北方沖（針尾瀬戸） 

 西海市所在の針尾瀬戸弁天島灯台から真方位３１４°２５０ｍ付近

 （概位 北緯３３°０３.７′ 東経１２９°４５.０′） 

事故等調査の経過  平成２６年６月２日、本インシデントの調査を担当する主管調査官

（長崎事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

モーターボート 海
かい

耀
よう

、５トン未満（長さ７.７ｍ） 

 ２９２－３４８３０長崎、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 主機の冷却海水ポンプのＶベルトが切損 

 事故等の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者３人を乗せ、針尾瀬戸の弁

天埼北方沖を約１８ノットの対地速力で東進中、平成２６年６月１日

１２時３５分ごろ主機の冷却水温度過高警報が鳴ったので、船長が、

冷却水温度計を確認して主機を停止した。 

 船長は、主機の冷却海水ポンプ（以下「本件ポンプ」という。）が

故障して主機が運転できなくなったものと思い、海上保安庁に救助を

要請した。 

 本船は、来援した長崎県水難救済会所属船及び引き継いだ船長の友

人の船により、長崎県大村市松原漁港へえい
．．

航された。 

 本船を調査した結果、本件ポンプのＶベルトが切損しており、本件

ポンプ自体に異常はなかった。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風 なし 

海象：波高 約０.２ｍ、潮汐 下げ潮の中央期 

 その他の事項 

 

 本件ポンプのＶベルトは、平成１６年７月以後、交換されていなか

った。 

 船長は、本件ポンプのＶベルトにカバーが設けられており、見えに

くかったので、同ベルトの張り具合や損傷の有無などを定期的に点検

していなかった。 

 機関整備会社は、小型船舶用機関のＶベルト等について、約３～５

年を目安に交換することを推奨している。 

分析 

 乗組員等の関与 

 

あり 



 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

あり 

なし 

 本船は、針尾瀬戸の弁天埼北方沖を東進中、本件ポンプのＶベルト

が切損したことから、冷却海水が吸引できなくなって冷却清水温度が

上昇し、主機の運転ができなくなり、運航不能になったものと考えら

れる。 

 本件ポンプのＶベルトは、約１０年間使用されていたことから、材

料が劣化して切損した可能性があると考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が、針尾瀬戸の弁天埼北方沖を東進中、本

件ポンプのＶベルトが切損したため、主機の運転ができなくなったこ

とにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・Ｖベルト類は、張り具合や損傷の有無を定期的に点検すること。

 ・Ｖベルト類は、運転時間や経過期間を考慮し、定期的に交換する

ことが望ましい。 

 


